
発信日：令和７年（2025年）３月28日（金）

つくば市記者会 御中

□取材依頼 □周知依頼 □募集告知 ■その他

発信元：つくば市 消防本部 消防総務課

全１枚

【対象者】つくば市消防本部 主事 26歳 男性

【処分決定日】令和７年３月27日（木）

【内容】 令和７年２月20日（木）に不同意わいせつ疑いで逮捕された事案につい

て、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条第２項第２号の規

定により、当該職員を起訴休職の分限処分とした。

【処分期間】つくば市職員の分限処分に関する手続き及び効果に関する条例第３条

第３項の規定により、同年３月27日（金）から判決が確定するまで

職員の分限処分について（起訴休職）


